
◆14番（小川義昭議員）  

 

今ほどの中部長の答弁によりますと、新たに作成される条例において、このコミュニ

ティーセンターの設置目的として公民館としての位置づけを明記するということは、す

なわち公民館機能はもうそのまま残していくということで理解してよろしいのか。 

 それと、あと１点は、名称は将来的にもうコミュニティーセンターとして統一すると

いう方向でいくと、この２点、この２点について確認のため再質問したいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 


